
 

内
閣
府
の
概
要 

経
済
財
政 

地
方
創
生 

防
災 

暮
ら
し 

科
技
・
イ
ノ
ベ 

外
交
・
安
保 

沖
縄
・
北
方 

制
度
等 

所
在
地
情
報 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
医療分野の研究の推進については、関係省庁が連携し

て基礎から実用化まで一貫した研究開発等を図っていま
す。具体的には、医薬品や医療機器・ヘルスケア、再生・
細胞医療・遺伝子治療、ゲノム・データ基盤をはじめと
するモダリティ（技術・手法）を軸とした６つの統合プ
ロジェクト等を推進しています。 

 
 医薬品 
 医療現場のニーズに応える医薬品の実用化を推進する
ため、創薬標的の探索から臨床研究に至るまで、モダリ
ティの特徴や性質を考慮した研究開発を行っています。 
 また、「ワクチン開発・生産体制強化戦略」に基づき、
今後のパンデミックに備えて、感染症有事にいち早く、
安全で有効なワクチンを研究・開発するための取組を進
めています。 
 医療機器・ヘルスケア 
 AI・IoT技術やロボティクス技術等を融合的に活用し、
診断・治療の高度化、予防・QOL向上等に資する医療機
器・ヘルスケアに関する研究開発を行っています。 
 再生・細胞医療・遺伝子治療 
 iPS細胞等を用いた疾患・組織別の非臨床・臨床研究や
製造基盤技術の開発、遺伝子導入・編集技術の研究開発、
これら分野融合的な研究開発等を推進しています。 
 ゲノム・データ基盤 
 ゲノム医療等の実現を目指し、ゲノム・データ基盤構
築、全ゲノム解析等実行計画の実施及びこれらの利活用
による、ライフステージを俯瞰した疾患の発症・重症化
予防、診断、治療等に資する研究開発を推進しています。 
 
 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED） 
従来、関係省庁がそれぞれに運用していた医療分野の

研究開発予算を一元化し、基礎から実用化までの一貫し
た研究開発の推進や環境整備等を行っています。文部科
学省、厚生労働省、経済産業省と共管であり、内閣府は
関係省庁の連絡調整等にあたり主導的な役割を担ってい
ます。 
 日本医療研究開発大賞 
医療分野の研究開発の推進に多大な貢献をした事例の

功績の表彰を通じて、国民の関心と理解を深め、研究者
等のインセンティブを高めることを推進しています。 
 
 
 
 
 
 

日本医療研究開発大賞表彰式 
 
 
 
 
 
 
匿名加工医療情報・仮名加工医療情報を作成する事業

者の認定等を行い、自らの医療情報の提供という「一人
ひとりの参加」が、匿名加工医療情報・仮名加工医療情
報の利活用を通じた研究開発の成果として現場に還元さ
れ、医療の進歩や健康づくりという「みんなの恩恵」に
結び付くことをめざしています。 
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健康・医療戦略 
推進事務局 

 国民が健康な生活及び長寿を享受する

ことのできる社会を形成するために

は、世界最高水準の医療の提供に資す

る医療分野の研究開発及び健康長寿社

会の形成に資する新産業創出を図ると

ともに、それを通じた我が国経済の成

長を図ることが重要です。 

 「健康・医療戦略推進法」に基づき、政

府全体の健康・医療戦略及び医療分野

研究開発推進計画を策定し、健康・医療

戦略推進本部の下、同戦略・計画の推進

に取り組んでいます。 

 健康・医療戦略推進事務局は、本部の事

務を処理するほか、健康・医療に関する

先端的研究開発並びに新産業創出及び

国際展開の促進の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な政策並びに

医療分野の研究開発及びその環境の整

備に関する予算、人材その他の資源の

配分の方針に関する事務等を担当して

います。 

健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計
画の推進 

次世代医療基盤法 
 
 
 

※医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮
名加工医療情報に関する法律（平成 29年法律第 28号） 

※令和６年４月１日 改正法が施行 
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